仕　様　書
１　業務名
広島市青少年野外活動センター宿泊棟エアコン設置業務
２　履行場所
広島市青少年野外活動センター
　　広島市安佐北区安佐町小河内5135
３　契約期間
契約締結日から令和８年６月３０日まで
４　業務内容
(1)　宿泊棟Ａ棟２階の宿泊室（９室）に壁掛型ルームエアコン（冷房能力3.6kw、暖房能力4.2kw　参考：ダイキン工業株式会社　S366ATEV　または同等品）を設置すること。
(2)　ルームエアコンの設置に必要な電気工事、配管工事や取付工事等を行うこと。
(3)　配管用の穴は鉄筋コンクリート製の壁を貫通又は配管用窓パネルを設置することとし、穴は水・埃・虫等が入らない処理を行うこと。なお、貫通穴を開ける際は、鉄筋を切断しないよう細心の注意を払うこと。
(4)　電源はＡ棟２階外壁分電盤を使用し、漏電遮断器（９台）を設置（屋外盤用キャビネットを含む。）すること。
(5)　ルームエアコンの電源は室外電源又は屋内電源とし、屋内電源とする場合は専用コンセントを設置すること。なお、専用コンセントを設置するために外壁等に貫通穴を開ける場合は事前に本財団職員と協議すること。
(6)　電力ケーブルは屋内又は屋側配線とする。なお、配線ルートは事前に本財団職員と協議すること。
(7)　露出配管部分は配管カバーの装着又はテープ仕上げを行い、劣化防止を図ること。
(8)　設置工事において真空引き作業を行うこと。

(9)  本業務の実施に伴い発生する産業廃棄物等は適正な方法により処分すること。
(10) 本業務を行うために必要な工具類並び清掃、点検整備等の実施に必要な部材等は、すべて受
注者の負担とする。（但し、電気料、水道料は除く。）
【品名・数量等】
	メーカー
	ダイキン工業株式会社　

	機種
	壁掛けタイプ S366ATEV

	セット数
	９台　（室内機９台　室外機９台）


※同等品にする場合は性能等について本財団職員と事前に協議すること。
【機器の仕様】

S366ATEV（ダイキン工業株式会社製）
	電源
	単相200V

	冷房能力
	3.6kW

	暖房能力
	4.2kW

	室内機
	9台

	室外機
	9台

	リモコン
	9台


【設置場所等】
	室内機
	宿泊棟A棟２階　宿泊室９台

	室外機
	宿泊棟A棟２階　宿泊室９台
※各室の外壁に取付又は屋外据置とし、設置場所について本財団職員と事前に協議すること。

	リモコン
	各室内に設置

	排水
	屋外
※排水場所については本財団職員と事前に協議すること。

	電力供給場所
	Ａ棟２階外壁分電盤
漏電遮断器９個（屋外盤用キャビネットを含む）を設置すること。


※設置場所は別紙１、施工内容等については別紙２参照
５　施行期間

契約締結日から令和８年６月３０日まで
６　遵守事項

(1) 本業務の施工にあたっては、斫り等の施設利用に影響を与える工事の日程は発注者と協議のうえ決定すること。

(2) 受注者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を配置して業務を実施するものとする。また法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが業務にあたることとする。
(3) 受注者は、従業員の安全衛生に関する管理について現場代理人が責任者となり、関係法令に従って業務を行うこと。
(4) 受注者は、業務の実施に当たっては常に整理整頓を行い、施設利用者等の安全に十分配慮し、養生、案内板等の方策を講じること。また、必要によっては警備員を配置し、事故の予防に努めること。
(5) 受注者は、業務を実施するうえで必要がない施設等には、無断で立ち入ってはならない。
(6) 受注者は、その責めに帰すべき理由により装置等を毀損したときは、受注者の責任において原状回復しなければならない。
(7) 受注者は、業務の実施に当たっては、施工時期、作業方法等について発注者と事前に協議を行ったうえで決定するものとする。
(8) 本業務の施工にあたって必然的に必要となる物品については、仕様書記載の有無にかかわらず、全て納入すること。
(9) 本業務により発生する産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年12月25日法律第137号）第21条の3第1項の規定により、受注者が排出事業者となり関係法令に適合するよう適正に処分すること。

７　報告事項
(1) 受注者は、契約締結日から10日以内に発注者に対し現場代理人及び作業員の住所・氏名等を通知すること。現場代理人又は作業員に変更があったときも、同様とする。
(2) 受注者は、契約締結日から10日以内に発注者に対し工事計画書を提出すること。
(3) 受注者は、業務が完了した場合は、発注者に業務完了報告書を提出しなければならない。
(4) 受注者から発注者に対する業務完了報告書の提出期限は、業務が完了した日の翌日から起算して10日目とする。ただし、これらの日が3月31日を越える場合は、3月31日とする。
８　検査完了期日（期限）

発注者による業務の検査完了期日（期限）は、業務が完了した日の翌日から起算して19日目（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して9日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が3月31日を超える場合は、3月31日とする。

９　経費の負担

本業務を実施する費用のうち、電気料金及び水道料金は発注者の負担とする。ただし、受注者は、その使用にあたって極力節減に努めるものとする。
10　保証期間
保証期間は、本品検査終了後1年間とする。ただし、受注者（又は製造者）の責に属する不良個所が生じた場合は、保証期間経過後においても無償で修理又は良品との取替を行うものとする。
11　その他
この仕様書に疑義があるとき又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
